
公平委員会の指揮・監督のもと必要に応じて相談員は、関係者

等（人事関係部署、所属課等）からの事情聴取、照会その

他の調査を行う。ただし、申出人の同意がない場合は、

相談を終了とする。
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【申出人】

苦情相談の受付【公平委員会事務局職員】
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公 平 委 員 会 へ 報 告

≪ 苦情相談対応フローチャート ≫

……… 一般行政職員及び会計年度任用職員等が対象です。

……… 苦情相談は、面談の方法で行います。
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